
 

 

 

 

 

 

  

被災者支援制度について 

令和７年 12 月 

弥富市役所 防災課 



被災者支援制度 

 

被災者支援制度とは・・・ 

自然災害（風水害や地震）や火災など、災害の被害を受けた方が利用

できる生活再建のための支援制度です。各支援制度の概要につきまして

は別表の「被災者支援制度一覧表」に記載していますので、詳細につき

ましては「担当窓口」までお尋ねください。 

 

 



支援制度名 対象者 制度の概要 担当窓口

個人住民税の減免
震災、風水害、火災などの災
害によって被害を受けた方
で、一定の要件に該当する方

個人住民税の減免を受けられ
る場合があります。

【必要書類】
①申請書
②任意加入保険などにより、
保険金や給付金の支払われた
額が分かる書類
③罹災証明書

税務課

固定資産税の減免

震災、風水害、火災などの災
害によって、当該固定資産に
10分の２以上の損害を受けた
方

固定資産税の減免を受けられ
る場合があります。

【必要書類】
①申請書
②罹災証明書

税務課

市税の徴収猶予

震災、風水害、火災などの災
害によって被害を受け、その
徴収金の納入、納付ができな
いと認められる方

個人住民税、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険税に
ついて、徴収を１年以内の範
囲で猶予することができる場
合があります。

【必要書類】
①申請書
②罹災証明書
③猶予を受けようとする金額
が
（100万円以下の場合）
・財産収支状況書

（100万円を超える場合）
・財産目録
・収支の明細書
・（必要に応じ）担保の提供
に関する書類

収納課

国民健康保険税の減
免

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財又はそ
の他財産の額の10分の３以上
（保険金、損害賠償金などに
より補填されるべき金額を除
く。）の損害を受けた方

損害の額や合計所得金額等に
応じて国民健康保険税の減免
を受けられる場合がありま
す。

【必要書類】
①申請書
②生活状況報告書
③被保険者証、又は資格確認
書
④任意加入保険などにより、
保険金や給付金の支払われた
額が分かる書類
⑤罹災証明書

保険年金課

資金面の支援

被災者支援制度一覧表



国民健康保険一部負
担金の免除、減額、
徴収猶予

震災、風水害、火災などの災
害により死亡し、障害者とな
り、又は住宅、家財の額の10
分の３以上（保険金、損害賠
償金などにより補填されるべ
き金額を除く。）の損害を受
けたときで、一定の要件に該
当する世帯

世帯の実収月額に応じて、一
部負担金の免除、減額、徴収
猶予を受けられる場合があり
ます。

【必要書類】
①申請書
②生活状況申告書
③給与明細書
④同意書
⑤任意加入保険などにより、
保険金や給付金の支払われた
額が分かる書類
⑥その他申請理由を明らかに
する書類

保険年金課

後期高齢者医療保険
料の減免

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財、又は
その他の財産について10分の
２以上の損害を受けた方

損害状況によって、被災日の
属する月から12か月以内の月
割保険料の半分、又は全部を
減免します。

【必要書類】
①申請書
②被保険者証、又は資格確認
書
③罹災証明書等

保険年金課

後期高齢者医療の一
部負担金の免除

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財、又は
その他の財産について10分の
２以上の損害を受けた方

損害状況によって、６か月以
内の期間一部負担金を免除し
ます。

【必要書類】
①申請書
②被保険者証、又は資格確認
書
③罹災証明書等
④給与、事業収入、その他収
入額を証明する書類
⑤家賃等を証明する書類

保険年金課

後期高齢者医療保険
料の徴収猶予

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財、又は
その他の財産について著しい
損害を受けた方

6か月以内で徴収の猶予を受け
られる場合があります。

【必要書類】
①申請書
②被保険者証、又は資格確認
書
③罹災証明書等

保険年金課

国民年金保険料の免
除

震災、風水害、火災その他こ
れらに類する災害により、被
保険者の所有する住宅、家財
その他の財産につき、被害金
額がその価格の概ね２分の１
以上の額の損害を受けた方

申請に基づき国民年金保険料
の納付が免除になります。

【必要書類】
①申請書
②本人確認できるもの（マイ
ナンバーカード・運転免許証
など）
③基礎年金番号が分かるもの
④被災状況届

保険年金課



介護保険料の減免

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財又はそ
の他の財産の額の10分の３以
上（保険金、損害賠償金など
により補填されるべき金額を
除く。）の損害を受けた方

前年の所得等に応じ、保険料
の減免が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①申請書
②罹災証明書
③任意加入保険などにより、
保険金や給付金の支払われた
額が分かる書類

介護高齢課

介護保険利用者負担
の減免

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財又はそ
の他の財産の額の10分の３以
上（保険金、損害賠償金など
により補填されるべき金額を
除く。）の損害を受けた方

前年の所得等に応じ、利用者
負担の減免が受けられる場合
があります。

【必要書類】
①申請書
②罹災証明書
③任意加入保険などにより、
保険金や給付金の支払われた
額が分かる書類

介護高齢課

災害弔慰金の支給
震災、風水害などの自然災害
により、死亡した市民の遺族
の方

生計維持者の死亡の場合500
万円、その他の場合250万円
の給付が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①（市外で死亡した場合）被
災証明書
②（市民でない遺族の場合）
遺族であると分かる書類

福祉課

災害障害見舞金の支
給

震災、風水害などの自然災害
により、負傷又は疾病にかか
り、治ったとき（その症状が
固定したときを含む。）に心
身に労災１級相当の障害を受
けた方

障害を受けた方が生計維持者
の場合250万円、その他の場
合125万円の給付を受けられ
る場合があります。

【必要書類】
①（市外で負傷、疾病にか
かった場合）被災証明書
②障害を受けたことが分かる
医師の診断書

福祉課

災害援護資金の貸付

災害により、世帯主が療養に
おおむね１か月以上要する負
傷をした世帯、住居が半壊以
上の損害の世帯、又は家財の
損害額がおおむね３分の１以
上ある世帯

所得の要件に応じ、世帯主の
負傷や、住居、家財の被害状
況等に応じて資金の貸付を受
けられる場合があります。

【必要書類】
①申込書
②（世帯主の負傷の場合）
負傷を示す医師の診断書など
③（前年に、他の市町村に居
住していた世帯の場合）
前年度の世帯の所得を示す市
町村長の証明書

福祉課

災害見舞金
住居が半壊、半焼、又は半流
失以上の被害、あるいは床上
浸水等の被害を受けた世帯

給付の対象となる被害を受け
たと認定された世帯の世帯主
に対し、1万円を支給します。

福祉課

弔慰金（日本赤十字
社愛知県支部）

災害及び火災により、被害を
受け死亡した市民の遺族の方

死亡者１名につき１万円を支
給します。

福祉課



被災者生活再建支援
制度

ある一定以上の災害において

イ…住宅が全壊した世帯
ロ…住宅が半壊、又はその敷
地の被害により、やむを得ず
住宅を解体した世帯
ハ…住宅に危険が生じ、居住
困難のため長期避難をしてい
る世帯
ニ…大規模半壊の世帯
ホ…中規模半壊の世帯

損壊の程度や、住宅の再建方
法等に応じて、最大300万円
（単数世帯は225万円）まで
支援金が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①罹災証明書、その他の左記
のイ～ホの事由を証明する書
類
②住民票（世帯全員）
③預金通帳の写し
④（住宅の購入、賃借等した
場合のみ）契約書の写し

福祉課

愛知県被災者生活再
建支援制度

被災者生活再建支援制度が適
用されなかった規模の災害に
おいて

イ…住宅が全壊した世帯
ロ…住宅が半壊、又はその敷
地の被害により、やむを得ず
住宅を解体した世帯
ハ…住宅に危険が生じ、居住
困難のため長期避難をしてい
る世帯
ニ…大規模半壊の世帯
ホ…中規模半壊の世帯

損壊の程度や、住宅の再建方
法等に応じて、最大300万円
（単数世帯は225万円）まで
支援金が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①罹災証明書、その他の左記
のイ～ホの事由を証明する書
類
②住民票（世帯全員）
③預金通帳の写し
④（住宅の購入、賃借等した
場合のみ）契約書の写し

福祉課

児童扶養手当の特別
措置

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財又はそ
の他財産についてその価格の
おおむね２分の１以上の損害
を受けた方で、所得により手
当の支給に制限を受けていた
方

所得による制限を受けず手当
の支給が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①請求書
②被災状況書
③その他支給を受ける事由等
を証明する書類

児童課

障害児福祉手当、特
別児童扶養手当、特
別障害者手当の特別
措置

震災、風水害、火災などの災
害により、住宅、家財又はそ
の他財産についてその価格の
おおむね２分の１以上の損害
を受けた方で、所得により手
当の支給に制限を受けていた
方

所得による制限を受けず手当
の支給が受けられる場合があ
ります。

【必要書類】
①請求書
②被災状況書
③その他支給を受ける事由等
を証明する書類

福祉課



住宅の被害の拡大を
防止するための緊急
の修理

災害救助法が適用された災害
において住家が半壊、半焼又
はこれに準ずる被害を受けた
方

雨水の侵入等により、被害が
拡大する恐れがある住家につ
いて、現物をもって支給しま
す。

材料費、労務費、修理事務費
について
　53,900円以内

※現金給付は行わず、市が工
事発注又は物資の支給を行い
ます。

※上記金額を超過した分は、
申請者負担となります。

都市整備課

住宅の応急修理

災害救助法が適用された災害
において住家が半壊、半焼又
はこれに準ずる被害を受けた
方で、自らの資金では応急修
理することができない方

日常生活に必要な最小限度の
部分に対し、現物をもって支
給します。

材料費、労務費、修理事務費
について
・半壊以上の場合
　総額73万９千円以内

・準半壊の場合
　総額35万８千円以内

※費用は、市から修理業者へ
直接支払います。

※上記金額を超過した分は、
申請者負担となります。

都市整備課



支援制度名 対象者 制度の概要 担当窓口

罹災証明書
住家（災害発生時において、
現実に居住のために使用して
いた建物）が被災した方

住家の損壊程度について、市
職員が被害認定調査を行い、
被害の程度を証明します。

※調査後発行可能となりま
す。

【罹災証明書の証明事項】
　全壊、大規模半壊、中規模
半壊、半壊、準半壊、準半壊
に至らない（一部損壊）

【必要書類】
①罹災証明交付申請書
②本人確認書類

【被害認定調査】
税務課、収納課

【罹災証明書交付】
市民課

り災証明書(火災)
所有、管理、占有する物件に
対し、火災等を原因とした被
害を受けた方

所有者の所有、管理、占有す
る物件に対し、火災等を原因
とした被害を受けたことを証
明します。

手数料：1通200円

海部南部消防組合
消防本部　予防課

【TEL（直通）】
0567-52-3143

マイナンバーカード
の再申請・交付

災害等によりマイナンバー
カードを紛失、汚損等した方

マイナンバーカードの再申
請・交付を受けることができ
ます。

【必要書類】
①再交付申請書
②本人確認書類
③（紛失、焼失した場合）
・その事実を証明する書類
（紛失、焼失以外の場合）
・マイナンバーカード

※申請時に顔写真を撮影しま
す。

市民課

国民健康保険資格確
認書の再交付

災害等による紛失、汚損等を
理由として資格確認書の再交
付を受けたい方

紛失等を理由に資格確認書の
再交付を受けることができま
す。

【必要書類】
①申請書
②マイナンバーカード
③（紛失、焼失以外の場合）
資格確認書、又は資格情報の
お知らせ

保険年金課

後期高齢者医療資格
確認書の再交付

災害等による紛失、汚損等を
理由として資格確認書の再交
付を受けたい方

紛失等を理由に資格確認書の
再交付を受けることができま
す。

【必要書類】
①申請書
②マイナンバーカード
③（紛失、焼失以外の場合）
資格確認書

保険年金課

証明関係



介護保険被保険者証
の再交付

災害等による紛失、汚損等を
理由として被保険者証の再交
付を受けたい方

紛失等を理由に被保険者証の
再交付を受けることができま
す。

【必要書類】
①申請書
②窓口に来る方の本人確認書
類
③（紛失、焼失以外の場合）
被保険者証

介護高齢課

身体障がい者手帳・
療育手帳の再交付

災害等による紛失、汚損等を
理由として身体障がい者手
帳・療育手帳の再交付を受け
たい方

紛失等を理由に身体障がい者
手帳・療育手帳の再交付を受
けることができます。

【必要書類】
①申請書
②写真
③マイナンバーカード
④（紛失、焼失以外の場合）
身体障がい者手帳・療育手帳

福祉課

精神障がい者保健福
祉手帳の再交付

災害等による紛失、汚損等を
理由として精神障がい者保健
福祉手帳の再交付を受けたい
方

紛失等を理由に精神障がい者
保健福祉手帳の再交付を受け
ることができます。

【必要書類】
①申請書
②マイナンバーカード
③（紛失、焼失以外の場合）
精神障がい者保健福祉手帳

福祉課



制度名 実施基準 制度の概要 担当窓口

応急危険度判定
地震等による災害を受けた
建築物が多数発生し、市長
が必要と認めた場合

被災した建築物について、
余震による倒壊や、部材の
落下などによって生じる二
次災害防止のため、被害の
状況を調査し、危険度の判
定と表示等を行います。

判定結果
調査済み（緑）：立入可能
要注意（黄）：立入注意
危険（赤）：立入危険

※いずれも応急的な調査で
あるため、余震等の影響に
より変化する場合がありま
す。

都市整備課

その他


